
Ⅳ

（３）

（１）容積率とは・・

例：敷地面積２００㎡、建築物１階　６０㎡　２階　４０㎡　の容積率

（２）道路数値とは・・

前面道路の幅員が１２メートル未満である建築物の容積率で、当該前面道路の幅員のメートル数値に

１０分の８又は１０分の４を乗ずる区域。

（３）建蔽率とは・・

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。

例：敷地面積２００㎡。建築物面積（１階）　６０㎡　の建蔽率

　　６０㎡÷２００㎡＝３０%　になる。

高さ１０メートル超え ４メートル ５時間、３時間

　　６０㎡＋４０㎡÷２００㎡＝５０%　になる。

制限対象建築物
日影測定面

（地盤面からの高さ）
冬至日の８時から１６時までの間に生じる

日影時間の制限

建築物の延べ面積（各階の床面積の合計）の敷地面積に対する割合。

ロ（３）詳細

（隣地高さ制限）

３１ｍ＋∠２．５

（６）

法第５６条の２
に基づき条例で
指定する事項

（日影による建築物の制限）

ロ（３）

法第５３条第
１項第６号の
規定に基づく
数値

（建蔽率）

６／１０

都市計画区域内の白地地域（調整区域）の建築形態

（４）

法第５６条第
１項・法別表
第３（に）欄５
の項に基づく
数値

（道路高さ制限）

∠１．５

（５）

法第５６条第
１項第２号二
の規定に基
づく数値

２０／１０

（２）

法第５２条第
２項第３号の
規定に基づき
区域を指定し
て定まる数値

（３）

（道路数値）

０．６

神戸町　Ⅳ区域

分
類
記
号

（１）

（容積率）

法第５２条第
１項第６号の
規定に基づく
数値



（４）道路高さ制限（斜線制限）とは・・

建築物の高さを前面道路の反対からの境界線

から一定の勾配の斜線内に制限することにより

道路上空の空間を確保するとともに、日照、

採光、通風等を確保する。

（５）隣地高さ制限（斜線制限）とは・・

建築物の高さを隣地境界線からの境界線から

一定の勾配の斜線内に制限することにより、

隣地の日照、採光、通風等を保護する。

（６）日影による建築物の高さの制限とは・・

（７）その他

設計基準（建築基準法） 消防水利（消火栓等）

・風速：Ｖo＝３４ｍ／ｓ １００ｍ=近隣商業、商業、工業、工業専用地域

・積雪：０．５ｍ以上 １２０ｍ=上記以外の地域

河川保全区域

一級河川付近で建築等を行う場合は、河川法５５条の申請が必要（大垣土木事務所管理係へ）

（河川保全区域　堤防有：境界より１０ｍ　堤防無：境界より２８ｍ）


